
地方にテレワーク拠点
つくろうかな？

今なら、静岡市内のシェアオフィス入居で、

１か月分の利用料※を助成します！

経済局商工部 産業振興課 企業立地係
企業立地に関するワンストップサービスも行います

お気軽にご相談ください！
静岡市清水区旭町６番８号 TEL：054-354-2407
sangyoushinkou@city.shizuoka.lg.jp

オフィス物件や
用地を探したい

進出後の
雇用確保が心配

行政関係の
手続きが複雑

新 し い ビ ジ ネ ス 様 式 支 援 事 業

しずおかMove To

サテライトオフィスを検討中なら！

人も気候もあったか～い！自然も楽しめるコンパクトシティです！

宿泊費 ･･･ 日額上限 ￥7,200 × 30日 × ２人分

交通費 ･･･ 静岡⇔勤務先 １往復 × ２人分（１人上限￥12,000）

賃 料 ･･･ １か月分の利用額（全額）
※

対象 静岡市に新規進出する企業（※本社所在地が静岡県外であること）
期間 2021年４月１日～2022年２月２８日
施設 市内のシェアオフィス / コワーキングスペース
条件 上記施設に１か月以上入居すること（ドロップイン利用不可）

予算上限に達した場合、期間途中で終了します。
宿泊費及び交通費は、入居日以降の30日間に発生した費用が対象となります。
入居申込時に所定の手続きが必要です。事前に担当者にご連絡ください。 Move To しずおか 🔍

詳しくは、市HPへ！

それなら、東京から１時間！
生活もビジネスも“ちょうどいい”静岡市がおすすめ！

・・・


